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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】自転車を利用しながら電子機器にワイヤレスで
電力を供給することができる給電システムを提供する。
【解決手段】給電システムにおいて、衣服に取り付けら
れた導電性繊維からなり、電子機器に接続可能な受信用
アンテナに、自転車の送信用アンテナ２からワイヤレス
給電する。送信用アンテナ２は、自転車のサドル１に配
置されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　衣服に取り付けられた導電性繊維からなり電子機器に接続可能な受信用アンテナに、自
転車の送信用アンテナからワイヤレス給電する給電システムであって、
　前記送信用アンテナは、前記自転車のサドルに配置されていることを特徴とする給電シ
ステム。
【請求項２】
　請求項１記載の給電システムにおいて、前記送信用アンテナから送信される電力は、前
記自転車に備えられた発電手段により発電された電力、あるいは前記自転車に備えられた
二次電池から供給される電力であることを特徴とする給電システム。
【請求項３】
　請求項１または２いずれか記載の給電システムにおいて、前記送信用アンテナから電力
の送信を停止する手段を備えていることを特徴とする給電システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自転車に取り付けた送信用アンテナから、乗輪者が電力を受信することがで
きる給電システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、脈波や心拍数、溶存酸素量の測定を行うことができるバイタルセンサやスマ
ートウォッチなどのウェアラブル電子機器が広く利用されている。この種の電子機器は、
その重量を抑えるため、小型の一次電池あるいは二次電池から電力が供給される。ところ
で小型の一次電池等は消耗が早く、長時間にわたり使用する場合には、予備の一次電池等
を持ち歩かなければならない。
【０００３】
　一方本願出願人は、導電糸を織り込み、電子機器に接続可能な繊維構造体を開示してい
る（特許文献１）。この種の繊維構造体は、金属製の導体の代わりに利用することができ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１９－１４８０２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ウェアラブル電子機器に電力を供給する一次電池等を小型化すると、電池交換を頻繁に
行う必要があったり、予備の電池を持ち歩く必要があった。本発明はこのような実状に鑑
み、自転車を利用しながら電子機器にワイヤレスで電力を供給することができる給電シス
テムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本願請求項１に係る発明は、衣服に取り付けられた導電性繊
維からなり電子機器に接続可能な受信用アンテナに、自転車の送信用アンテナからワイヤ
レス給電する給電システムであって、前記送信用アンテナは、前記自転車のサドルに配置
されていることを特徴とする。
【０００７】
　本願請求項２に係る発明は、請求項１記載の給電システムにおいて、前記送信用アンテ
ナから送信される電力は、前記自転車に備えられた発電手段により発電された電力、ある
いは前記自転車に備えられた二次電池から供給される電力であることを特徴とする。
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【０００８】
　本願請求項３に係る発明は、請求項１または２いずれか記載の給電システムにおいて、
前記送信用アンテナから電力の送信を停止する手段を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の給電システムは、自転車のサドルに送信用アンテナを配置し、乗輪者がサドル
に跨ることで、乗輪者の衣服の一部に取り付けられた受信用アンテナと送信用アンテナと
を対向配置され、送信用アンテナから受信用アンテナへワイヤレス給電することを可能と
している。この給電により、一次電池の消耗を遅らせたり、二次電池を充電することが可
能となる。その結果、電池交換を頻繁に行わずに電子機器を長時間使用することが可能と
なる。
【００１０】
　特に本発明は、自転車に備えられたダイナモや太陽電池のような発電手段により発電さ
れる電力や、自転車に備えられた二次電池の電力を自転車のサドルに配置した送信用アン
テナから送信するため、電力供給装置と送信用アンテナとを接続する配線を追加するだけ
でよく、簡便な構成となる。
【００１１】
　また受信用アンテナが存在しない場合、あるいは電子機器の二次電池がフル充電状態の
場合には、受信アンテナへの電力供給がないこと等を検知することで、電力の送信を簡便
に停止することができ、送信用アンテナから不要な電磁界を放出することも防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例の給電システムを備えた自転車の説明図である。
【図２】本発明の実施例の給電システムの説明図である。
【図３】本発明の実施例の衣服に取り付けられた受信用アンテナの一例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の給電システムは、自転車のサドルに送信用アンテナを備え、乗輪者がサドルに
跨ることで、乗輪者の衣服の一部に取り付けられた受信用アンテナとサドルの送信用アン
テナとを対向配置させ、送信用アンテナから受信用アンテナへワイヤレス給電を可能とし
ている。以下、本発明の実施例について詳細に説明する。
【実施例】
【００１４】
　本発明の実施例について説明する。図１は本発明の給電システムを備える自転車１０を
、図２は図１に示す自転車の給電システムの説明図をそれぞれ示す。図１および図２に示
すように、自転車１０のサドル１に送信用アンテナ２を配置し、この送信用アンテナ２に
送電電力モニタ３、制御回路４、自転車に備えられたダイナモや太陽電池等の発電装置（
発電手段）あるいは二次電池等からなる電力供給装置５が接続した構成となっている。サ
ドル１に配置される送信用アンテナ２は、サドル１の内部に送電電力モニタ３および制御
回路４とともに埋設し、乗輪者の乗り心地の良さを損なわないようにする。当然ながら、
送信用アンテナ２上に、電力の送信を妨げるものは配置しない。
【００１５】
　図３は、乗輪者が身に着ける衣服２０の一例である。図３に示す例では、乗輪者の臀部
のポケットに受信用アンテナ６を配置している。この受信用アンテナ６は、導電性繊維を
らせん状に巻いて形成することができる。このように配置すると、乗輪者が図１に示す自
転車１０のサドル１に跨ることで、図２に示す送信用アンテナ２と衣服２０の受信用アン
テナ６が対向配置され、電力供給が可能となる。
【００１６】
　ここで、受信用アンテナ６が例えば金属線のような硬い材料で構成されていると、硬い
材料が臀部に当たり乗輪者は不快と感じることになる。しかしながら本実施例のように受
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信用アンテナ６を導電性繊維によって形成することで、乗輪者が不快と感じることを防止
できる。
【００１７】
　送信用アンテナ２と受信用アンテナ６との電力の送受信は、電磁誘導方式、磁界共鳴方
式等の通常のワイヤレス給電方式により行うことができる。
【００１８】
　なお図３では受信用アンテナ６のみを図示し、電力を供給する電子機器および電子機器
との接続を図示していないが、これらの接続は周知の方法を採用することができる。例え
ば、受信用アンテナ６に接続するコネクタを衣服２０に形成しておき、このコネクタに電
子機器、あるいは電子機器に接続するコネクタを接続すればよい。コネクタから取り外し
て電子機器を分離できることは、衣服２０を洗濯する場合に好適である。また受信用アン
テナ６に接続する配線も導電性繊維とし、例えば乗輪者の上着の胸ポケットに電子機器を
入れ、この電子機器に接続するように上着に導電性繊維によって配線を配置し、さらにこ
の配線を図３に示すようにズボンに形成した受信用アンテナ６に接続するようにしてもよ
い。
【００１９】
　ところで、自転車のサドル１に配置した送信用アンテナ２と乗輪者の衣服に形成された
受信用アンテナ６が、完全に重なり合うことは必ずしも必須ではない。また送信用アンテ
ナ２はサドル１内に配置するため、衣服２０に配置される受信用アンテナ６とは、例えば
５ｍｍ程度離れた状態となっている。一例として、人体への影響のない範囲の周波数４Ｍ
Ｈｚの電力を送受信する場合、送信用アンテナ２と受信用アンテナ６とをズレなく配置し
た場合の受信電力を１００Ω負荷電流換算した電流値を１００％とした場合、送信用アン
テナ２と受信用アンテナ６とが完全にずれた場合でも電流値が２２％となり電力供給は可
能である。また、送信用アンテナ２と受信用アンテナ６が重なり、その間隔が離れた場合
、具体的には通常状態より２ｃｍ程度離れた場合には、電流値が６０％のレベルの給電が
可能となる。
【００２０】
　本実施例の給電システムでは、制御回路３を備えることができる。この制御回路３では
、送信用アンテナ２から送信される送信信号の周波数、出力電力等を制御することができ
る。例えば、電磁誘導現象や電磁界共鳴現象を用いたワイヤレス給電システムでは、電力
の伝送に用いる電磁界が周囲の電子機器への妨害や人体への影響を少なくするための種々
の規制が行われる。このような規制をクリアするため制御回路３により電力伝送を制御す
ればよい。例えば、人体への影響の少なくするため伝送する電力の周波数帯域は、４ＭＨ
ｚ程度以下に制御するのが好ましい。一方、衣類２０に受信する電力が人体に影響与えな
いようなシールド構造を付加すれば、より効率の高い周波数帯域の伝送を行うように制御
することも可能である。
【００２１】
　また受信用アンテナ６が存在しない場合、あるいは電子機器の二次電池がフル充電状態
の場合には、受信用アンテナ６への電力供給がないため、送信用アンテナ２への電力供給
状態を送信電力モニタ３で、負荷が非常に軽いことを検出して電力の送信を停止すること
ができる。あるいは別の方法として、給電システムの初期状態として受信用アンテナ６が
ない状態の送信用アンテナ２の状態を記録しておき、その初期状態と現在の送信用アンテ
ナ２の状態とを比較して受信用アンテナ６がないことを検知するように構成しても電力の
送信を簡便に停止することができる。このように制御することで、送信用アンテナ２から
不要な電磁界を放出することも防止できる。
【００２２】
　一般的に自転車１０には、ダイナモや太陽電池等の発電装置や二次電池のような電力供
給装置５を備えている。本発明の給電システムは、これらの電力供給装置５から電力を供
給することができる。この電力供給装置５と送電用アンテナ２とは、自転車１０のフレー
ムに沿って配線すれば、乗輪者の安全を損なうことも無い。
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【００２３】
　以上本発明の実施例について説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものでない
ことは言うまでもない。例えば、サドル１に配置される送信用アンテナ２は、１個に限ら
ず、複数個配置することができ、受信用アンテナ６の位置に応じて、複数個の送信用アン
テナ２の電力送信を制御回路４により制御することも可能である。電力を供給する電子機
器は、バイタルセンサやスマートウォッチの他、スマートフォンのような携帯機器であっ
てもよい。
【符号の説明】
【００２４】
１：サドル、２：送信用アンテナ、３：送信電力モニタ、４：制御回路、５：電力供給装
置、６：受信用アンテナ、１０：自転車、２０：衣服

【図１】

【図２】

【図３】
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